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災害時等における要救援者登録申請書
受　付　印

石狩市長　田　岡　克　介　様

本人又は保護（介護）者

　　住　所

　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　電　話

　石狩市において災害発生時や平常時において、私どもの安否確認や災害情報などの提供をいただくため、

下記事項の登録を申請いたします。（緊急時の連絡先は１名様の記入でも構いません。）

安
否
確
認
を

　

必
要
と
す
る
本
人

電 話 番 号

町内会(自治会)名

住 所

生 年 月 日

ふ り が な

氏 名 明・大・昭・平　　年　　月　　日

性 別 男　・　女

ＦＡＸ番号

携 帯 電 話

第
１
次
緊
急
時

　
　
　

連
絡
先

電 話 番 号

住 所

ふ り が な

氏 名

本人との続柄

ＦＡＸ番号 携 帯 電 話

本人氏名　　　　　　　　　　　　　印

（※　必ず氏名を記入し押印してください）

　登録した個人情報は、住民基本台帳及び外国人登録原票との照合を承諾するとともに、災害に備えて事前に石狩北部地区消

防事務組合石狩消防署、各避難所運営本部（各町内会長及び自治会長）、各町内会及び自治会の役員（会長・副会長・防災、

福祉担当役員・自主防災組織等の避難誘導班）及び民生委員児童委員に提供し、災害発生時の安否確認のほか防災訓練や平常

時における安否確認（長期不在等により町内会長及び自治会長が安否確認の必要があると判断した場合に緊急時の連絡先に連

絡する等）に活用されることに同意するとともに、上記緊急時の連絡先の者の同意も得ていることを申し添えます。

第
２
次
緊
急
時

　
　
　

連
絡
先

電 話 番 号

住 所

ふ り が な

氏 名

本人との続柄

ＦＡＸ番号 携 帯 電 話

　救援活動を円滑に進めるための参考に、身体の状況等などを記入してください。例えば、「足が

不自由なため外出できない」など。

２．登録申請手続き
　「災害時等における要救援者登録申請書」に必要事項を記入のうえ、石狩市総務

部総務課危機管理担当、又は保健福祉部高齢者支援課の窓口に提出してください。

　　

　上記の申請書に基づいて市では、必要な情報を整理し名簿として作成します。

　名簿はあらかじめ各避難所運営本部、各町内会及び自治会の役員（会長・副会長・

防災、福祉担当役員・自主防災組織等の避難誘導班）、民生委員児童委員及び石狩

北部地区消防事務組合石狩消防署に提供し、災害時等における安否確認や防災訓練

での安否確認に使用します。

　　

　災害時等には、事前に「災害時等における要救援者登録申請書」に基づいて作成

した名簿によって、「安否確認実施協力機関」（町内会及び自治会役員、自主防災

組織会員、民生委員児童委員）が安否確認や避難誘導を実施します。

　災害時における安否情報は、各地区の避難所運営本部で集約し、避難所単位で取

りまとめ、防災行政無線又は携帯電話を利用して石狩市災害対策本部に連絡します。

　　

　転居などによって、登録事項に変更が生じたときは、速やかに電話連絡をお願い

します。

※法律により許可される場合を除き、個人情報を前述以外の目的に利用されること

　はありません。やむを得ず利用する場合においては、必ず御本人様の承諾を得た

　上で行わせて頂きます。

　　　　　　　　大規模な災害に備えて
　　　　登録手続きは、お早めに済ませましょう

詳しいことは下記までお問い合わせください

　　

　上記の申請書に基づいて市では、必要な情報を整理し名簿として作成します。

３．名簿の作成と活用方法

　　

　災害時等には、事前に「災害時等における要救援者登録申請書」に基づいて作成

４．安否確認及び避難誘導を実施する機関

　　

　転居などによって、登録事項に変更が生じたときは、速やかに電話連絡をお願い

５．登録事項の変更

問い合わせ先

○　石狩市総務部総務課 危機管理担当 　　ＴＥＬ　７２－３１９０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　７５－２２７５

　〒０６１－３２９２　　石狩市花川北６条１丁目３０番地２

　　　　　　　　　　　℡　０１３３－７２－３１１１（代）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内３９９）
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石　　狩　　市

地域で支える災害に強いまちづくり

災 害 に お け る

自力避難困難な方のための
安心ネットワーク

　災害弱者が安心して暮らせる環境は、頼れる人がいることや、助けに駆けつけて

くれる人、いざというときに適切な情報を提供してくれる人が身近にいることです。

　石狩市では、地域の方々の協力を得て、災害発生時に自力での避難が困難な方々

の安否確認や避難誘導のほか平常時における安否確認（長期不在等により町内会長

及び自治会長が安否確認の必要があると判断した場合に緊急時の連絡先に連絡する

等）（以下「災害時等における安否確認」という。）を実施する支援制度の確立を

推進します。

　この制度は、市内在住の方で災害時等における安否確認を希望する方々から事前

に登録申請を受け、市が支援に必要な情報を登録したうえで、あらかじめ各避難所

運営本部（避難所が開設されたときに各町内会長及び自治会長等の合議体で作る運

営本部（以下「避難所運営本部」という。））、各町内会及び自治会（会長・副会

長・防災、福祉担当役員・自主防災組織等の避難誘導班）、民生委員児童委員）及

び石狩消防署に名簿を提供し、いざというときに備えるものです。

１．災害時等に救援を希望される方の範囲
　高齢者や障がい者の方々をはじめ災害時等における安否確認を希望される市内在

住の方は誰でも要救援対象者として登録ができます。




